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婚外子差別撤廃の為戸籍法改正を求める意見書 

 

 

会議規則第１４条の規定により、婚外子差別撤廃の為戸籍法改正を求める

意見書を次のとおり提出する。 
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 北本市議会議長 滝 瀬 光 一 様 

  



 

婚外子差別撤廃の為戸籍法改正を求める意見書 

 

 ２０１３年９月４日最高裁判所の判決により、民法第９００条第４号ただ

し書前段にある、嫡出でない子の相続分を嫡出子の２分の１とする定めが、

法の下の平等に反するとして違憲とされたことから、同年１２月の臨時国会

で改正されました。 

 これにより現在、出生届の嫡出子と嫡出でない子の別の記載欄の必要性が

なくなっています。また、２００４年１１月の戸籍法施行規則の改正により、

婚外子の戸籍の続柄欄が「男」「女」から、「長男」「長女」に改められまし

たが、改正前に出生届がなされた婚外子は「男」「女」のままです。これは

申し出により記載の変更が可能ですが、制度改正を知らない人も多いのが現

状です。 

 そもそも、長男、二男などの出生順序は、家督相続制度において必要とさ

れたものであり、現在では必要がありません。婚外子を理由に、進学、就職、

結婚などで不当な差別を受けることがあってはならないことから、その要因

の可能性がある戸籍の記載については改善の必要があります。 

 以上のことから、婚外子の差別撤廃に向け、国に対し、下記のとおり戸籍

法の早期改正を強く求めます。 

 

記 

 

１ 戸籍法第４９条第２項第１号を削除し、出生届の嫡出子と嫡出でない

子の別の記載欄を廃止すること。 

２ 戸籍法第１３条第１項第４号及び第５号を改正し、戸籍の実父母と養

親との続柄を廃止し、新たに性別欄を設けること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

提出先 

 内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣 

 


